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国際税務 
QI/FATCA/CRS 関連情報 
2019 年 7 月 1 日を期限とする FATCA 定期的宣誓の 
実施について 
 
2019 年 6 月 11 日 

現在、FATCA（Foreign Account Tax Compliance Act）
ポータルサイトにて 2019 年 7 月 1 日を期限とする定期

的宣誓を実施する機能が実装されている。大多数の金

融機関に関しては、初回の定期的宣誓を 2018 年 12 月

15 日（スポンサー事業体の場合は 2019 年 3 月 31 日）

を期日として実施済みであり、今回の定期的宣誓は不要

であるが、改めて本ニュースレターにて今回の定期的宣

誓の対象となる金融機関を整理するとともに、2014 年中

に IRS（Internal Revenue Service：米国内国歳入庁）登

録の実施を怠っていた金融機関における今回の定期的

宣誓の対応方法の概要を記載する。 

1. 今回の定期的宣誓の対象となる金融機関 

2019 年 7 月 1 日を期限とする今回の定期的宣誓の対

象となる金融機関は、2015 年中に FATCA ポータルサ

イトにて IRS 登録を行って、グローバル仲介人認識番号

（Global Intermediary Identification Number：以下

「GIIN」）を取得した外国金融機関（Foreign Financial 
Institution：以下「FFI」）であり、今回の定期的宣誓の宣

誓期間は GIIN 有効日から 2018 年 12 月 31 日となる。 

したがって、2014 年中に IRS 登録を行った FFI につい

ては今回の定期的宣誓は不要であるが、アセットマネジ

メント会社等で 2015 年中に組成したファンドについて、

シングル FI として個別に IRS 登録を行っている場合、こ

れらのファンドについても今回の定期的宣誓の実施漏れ

がないように留意されたい。 

2. 2014 年中に IRS 登録を怠っていた金融機関の対

応 

一部の金融機関から FATCA 施行当初の 2014 年中に

IRS 登録を怠った結果、IRS 登録の実施が 2015 年中

になってしまった場合の宣誓方法について照会を受けて

おり、非公式ながら IRS の担当官から回答を得たためそ

の概要を記載する。 

本来は FATCA 施行日である 2014 年 6 月 30 日時点

で IRS 登録を行っているべきだった FFI が、何らかの理

由で 2015 年中に IRS 登録を行った場合、FATCA ポー

タルサイト上では今回の定期的宣誓が初回の宣誓とな

り、宣誓期間は GIIN 有効日から 2018 年 12 月 31 日と

なる。しかし、実際には FATCA 施行日において FFI の
定義に合致していた金融機関の本来の宣誓期間は

2014 年 6 月 30 日から起算されるべきである。したがっ

て、このような場合には、今回の定期的宣誓実施時にお

いて、宣誓期間の始点を GIIN 有効日から 2014 年 6 月

30 日に変更すると共に、2014 年中の IRS 登録を怠って

いた事情と宣誓期間を変更する旨を表明する必要があ

るとのことである。 

3. おわりに 

定期的宣誓の実施を怠って宣誓期日を過ぎてしまった場

合、FATCA ポータルサイト上の定期的宣誓を実施する

ためのリンクが消滅し、GIIN が無効になるため、各金融

機関は自身の定期的宣誓の期日及び実施状況につい

て改めて確認の上、定期的宣誓の実施漏れがないよう

に十分に留意されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

  

Any tax advice included in this written or electronic communication was not intended or written to be used, 
and it cannot be used by the taxpayer, for the purpose of avoiding any penalties that may be imposed by any 
governmental taxing authority or agency. 

 

過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 
www.deloitte.com/jp/tax/nl/us 
 

問い合わせ 

米国税務および QI/FATCA、OECD CRS に関するお問い合わせは、下記の担当者までご連絡ください。 

デロイト トーマツ税理士法人 東京事務所 US デスク  

パートナー 前田 幸作 kosaku.maeda@tohmatsu.co.jp 

シニアマネジャー Yeh Ching-Feng (Vincent) ching-feng.yeh@tohmatsu.co.jp 

マネジャー 渡邊 美穂子 mihoko.watanabe@tohmatsu.co.jp 

マネジャー 近藤 祐美 yumi.kondo@tohmatsu.co.jp 

所在地 〒100-8362  
東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号 丸の内二重橋ビルディング 

Tel 03-6213-3800（代） 

email tax.cs@tohmatsu.co.jp 

会社概要 www.deloitte.com/jp/tax 

税務サービス www.deloitte.com/jp/tax-services 
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